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③空き家情報の公開
（村ホームページ）

④利用登録申込
②空き家確認・

登録通知

⑤利用登録通知

⑥利用希望者
情報の連絡

⑦所有者・管理者
情報の連絡

⑧当事者間での賃貸借や売買の交渉、契約

（用語の定義）

（１）空き家
村内に、居住、店舗及び事務所を目的に建築された建物の

うち、現に使用していないもの（使用しなくなる予定のもの
を含む。）であって、良好な管理状態にあるもの及びその敷
地等をいう。

（２）姫島村空き家バンク
村内に存する空き家及び利用希望者に関する登録を通して、

空き家登録者及び利用登録者に対して情報提供を行う仕組み
をいう。

（３）所有者
土地や建物の登記簿又は課税台帳に所有者として記載されて

いる者、若しくはその相続人等で、空き家について所有権又は
売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

（４）利用希望者
本村への移住・定住を目的として空き家の利用を希望する

者をいう。
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